
「規制改革ホットライン」運営方針について（改定案） 

 

１．「規制改革ホットライン」の趣旨 

  環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民や企業

等から規制改革に関する提案を受け付ける「規制改革ホットライン」を設置する（平成 25

年 3 月 22 日）。 

 

２．「規制改革会議ホットライン対策チーム」の設置及び構成 

    提案内容の検討にあたり、迅速かつ的確に処理することを目的として、新たに「規制改革

会議ホットライン対策チーム」を設置する。 

    ホットライン対策チームの構成は、座長、座長代理のほか、各ワーキング・グループより

１名ずつの参加（原則、座長代理）を得ることとし、相互に密接な連携・協力関係を図るも

のとする。 

 

３．提案の取扱いについて 

（１）受け付けた提案は、内閣府規制改革推進室において、事実関係の確認及び精査等を行っ

た上で所管省庁への検討要請事項を選定する。概ね２週間ごとに所管省庁に検討要請を行

うとともに、直近の規制改革会議に内容を報告する。 

   報告にあたっては、ホットライン対策チーム座長の了承を得て、各ワーキング・グルー

プに分類する。 

 

（２）規制改革推進室は、検討要請日より原則２週間後をめどに所管省庁から回答を求めるこ

ととし、直近のホットライン対策チームに報告する。 

   ホットライン対策チームは、 

    ア）所管省庁に再検討を要請する事項の有無について検討し、     

    イ）各ワーキング・グループで検討すべき事項（緊急重要案件は規制改革会議）を区

分した上で、規制改革会議に報告する。 

      規制改革会議は、 

        ウ）緊急重要案件と判断した事項は自ら検討（必要に応じ対策チームに論点整理を指

示）するとともに、それ以外の事項は各ワーキング・グループに検討を指示し、 

    エ）併せて、これらの事項の再検討を所管省庁に要請する。 

   その後、規制改革会議及び各ワーキング・グループは、 

    オ）所管省庁と折衝し、事項の処理に取り組む。 

 

（３） ホットライン対策チームは、所管省庁から回答がない場合においても、提案内容の重

要性などから、早期に検討を要すると認められる事項については、所管省庁の回答を待

たず検討に着手する旨を規制改革会議に報告。その場合の手順は（２）のイ）ウ）に準

ずる。 

 

（４）各ワーキング・グループでの処理結果については、規制改革会議に報告する。 

 

（５）規制改革会議は、自らの検討結果及び各ワーキング・グループからの報告を受け、改善

措置を図る必要がある事項について答申に盛り込む。なお、所管省庁が自ら実施するとし

た事項は迅速な対応を求める。 

 

（６）規制改革推進室は、 

    ①所管省庁からの検討結果（更に精査・検討を要すると認められる事項について、規

制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応する旨を付記） 
    ②規制改革会議の審議結果、 

    ③所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置の内容）、 

  について、内閣府ホームページで公表する。 
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「規制改革ホットライン」に寄せられた提案の取扱いについて（改定案）
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更に精査・検討を要すると認められる事項について、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

制度の現状
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分

該当法令等 措置の概要（対応策）

3月22日 5月2日 5月31日
労働安全衛生法
88条1項の計画
の届出の見直し

【具体的内容】
労働安全衛生法88条1項の「計画の届出」にあたり、一定条件の設置工事
はその対象外とするか、もしくは計画を電子化した上で事後報告とすべきで
ある。
【提案理由】
労働安全衛生法88条1項は、製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備
業、機械修理業に属する事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が
300キロワット以上のものにつき、当該事業場に係る「実質全ての」建設物
若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変
更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の30日前までに、労働基
準監督署長に届け出なければならないとしている。同2項は、第１項の対象
となる業種・規模以外の事業者で「危険な」機械等の設置等について、30日
前までの届出を求めている。
昨今の事業場の状況を見ると、同法・施行令が制定された昭和47年当時の
情勢とは異なり、機械設備の入れ替えやレイアウト変更など、ビジネスの状
況に応じて、非常に頻繁に設置等工事が行われ、特にプロダクツのライフ
サイクルの短縮から、その頻度はますます増えている。そのような状況下で
実質全ての工事について届出を求めることは、事業者に過度な負担を課
し、また、行政の書類事務を煩雑化させる。したがって、ある程度の危険を
伴う工事に絞り、確実に監督を行うことが肝要である。上記88条第2項に記
されているような一定の危険を伴う工事について、行政の監視機能を適切
に働かせることこそが、労働災害の防止につながるとの趣旨に基づくものと
考える。
事業者の負担を軽減し、行政をペーパーワークから解放することで、労働災
害の防止に向けた双方の努力を一層促すことができる。
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労働安全衛生法第88条第１項では、製造業の一部、電気業、ガス業、自動
車整備業、機械修理業に属する事業場で、電気使用設備の定格容量の合
計が300キロワット以上の建設物、機械等（一部の仮設のものを除く。）を設
置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき
は、その計画を当該工事の開始の30日前までに、労働基準監督署長に届
け出なければならないこととされています。
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御要望を踏まえ、労働安全衛生法第88条第１項の届出が必要な範囲等に
ついて、６月以降労働政策審議会で検討することとします。
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